
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退
qqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
二

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
経
済
産
業

政

策

課
）
…
三

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
七

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
Ｄ
Ｘ
推
進
課
）
…
八

出
先
機
関

○
道
路
の
位
置
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
九

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

株
式
会
社
Ａ

Ｋ
ｃ
ｏ
ｍ
ｐ

ａ
ｎ
ｙ

青
森
市
妙
見
二
丁

目
一
の
一
四

通
所
介
護
ワ
イ
ズ
・

パ
ー
ク
青
森

中
泊
店

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

一
七
〇
の
一

令
和六･
三･二七

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

一
部
事
務

組
合
下
北

医
療
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
小
川
町
二

丁
目
一
の
八

短
期
入

所
療
養

介
護

む
つ
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病

院

む
つ
市
桜
木
町

一
三
の
一

令
和六･
二･二六
令
和六･
三･三一

青
森
県
報
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第
七
百
四
十
五
号

令
和
六
年四

月
五
日

（
金
曜
日
）



社
会
福
祉

法
人
愛
児

福
祉
会

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
関
字
栃
沢
八

四
の
九

訪
問
介

護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
三

愛

西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
関
字
栃

沢
七
八
の
三

六･
二･二九
〃

有
限
会
社

介
護
の
森
五
所
川
原
市
中
央

一
丁
目
四
二

訪
問
介

護

介
護
の
森

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
中

央
一
丁
目
四
二

六･
三･
六
〃

社
会
福
祉

法
人
五
所

川
原
市
社

会
福
祉
協

議
会

五
所
川
原
市
字
幾

世
森
二
一
八
の
六
訪
問
介

護

社
会
福
祉

法
人
五
所

川
原
市
社

会
福
祉
協

議
会
金
木

支
所

五
所
川
原
市
金

木
町
川
倉
七
夕

野
四
二
六
の
一

一

六･
三･一三
〃

社
会
福
祉

法
人
東
北

赤
松
福
祉

会

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
四

通
所
介

護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー
え
び

さ
わ

上
北
郡
東
北
町

字
外
蛯
沢
前
平

六
六
の
一

六･
一･三一
〃

青
森
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
次
の

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
百
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

の

開

設

者

介
護
療
養
型
医
療
施
設

辞
退
の

届

出

年
月
日

辞

退

年
月
日

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
名
称

名

称

所

在

地

一
部
事
務

組
合
下
北

医
療
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
小
川
町
二

丁
目
一
の
八

む
つ
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病

院

む
つ
市
桜
木
町
一

三
の
一

令
和六･
二･二六
令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

一
部
事
務

組
合
下
北

医
療
セ
ン

タ
ー

む
つ
市
小
川
町
二

丁
目
一
の
八

介
護
予

防
短
期

入
所
療

養
介
護

む
つ
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
病

院

む
つ
市
桜
木
町

一
三
の
一

令
和六･
二･二六
令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎
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指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
誠

浩

つ
が
る
市
木
造
末

広
四
五
の
一

居
宅
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

末
広
の
里

つ
が
る
市
木
造
末

広
四
五
の
一

令
和六･
四･
一

株
式
会
社
誠

浩

つ
が
る
市
木
造
末

広
四
五
の
一

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

末
広
の
里

つ
が
る
市
木
造
末

広
四
五
の
一

〃

株
式
会
社
ト

ウ
キ
チ

弘
前
市
大
字
稔
町

一
八
の
九

短
期
入
所
共
同
生
活
援

助

ア
ン
サ

ン
ブ
ル

弘
前
市
大
字
湯
口

字
一
ノ
細
川
八
一

の
二
七

〃

株
式
会
社
ト

ウ
キ
チ

弘
前
市
大
字
稔
町

一
八
の
九

共
同
生
活

援
助

共
同
生
活
援

助

ア
ン
サ

ン
ブ
ル

弘
前
市
大
字
湯
口

字
一
ノ
細
川
八
一

の
二
七

〃

藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
西
豊
田
一
丁

目
一

生
活
介
護
ｈ
ｉ
ｔ
ｏ
ｉ

ｒ
ｏ

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
下
袋

七
の
一
〇

〃

藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
西
豊
田
一
丁

目
一

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
あ
い
お
ら
い

と

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
下
袋

七
の
一
〇

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指

定

年
月
日

名

称

所

在

地

坂
本

祐
希

子

弘
前
大
学
医
学

部
附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科
（
肢
体
不
自

由
）

令
和六･
四･
一

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定

計
量
器
の
定
期
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

検
査
対
象
特
定
計
量
器

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
非

自
動
は
か
り
、
分
銅
及
び
お
も
り

二

実
施
期
日
、
実
施
場
所
及
び
検
査
対
象
区
域

実

施

期

日

実

施

場

所

検
査
対
象

区

域

令
和
六
年
五
月
七
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

脇
野
沢
消
防
団
第
四
分
団
屯
所

（
寄
浪
地
区
）

む
つ
市

令
和
六
年
五
月
七
日

午
後
三
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

脇
野
沢
消
防
団
第
五
分
団
屯
所

（
蛸
田
地
区
）

令
和
六
年
五
月
七
日

午
後
四
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

脇
野
沢
消
防
団
第
五
分
団
第
二

班
屯
所
（
九
艘
泊
地
区
）

令
和
六
年
五
月
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

脇
野
沢
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
五
月
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で

宿
野
部
地
区
公
民
館

令
和
六
年
五
月
九
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

袰
川
地
区
公
民
館

令
和
六
年
五
月
九
日

午
後
三
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

戸
沢
地
区
公
民
館

令
和
六
年
五
月
十
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

川
内
庁
舎
前
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令
和
六
年
五
月
十
三
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

正
津
川
地
区
公
民
館

令
和
六
年
五
月
十
三
日

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

木
野
部
地
区
公
民
館

令
和
六
年
五
月
十
四
日

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時

三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

大
畑
体
育
館

令
和
六
年
五
月
十
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

大
畑
加
工
冷
蔵
協
同
組
合
事
務

所
前

令
和
六
年
五
月
十
五
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

目
名
地
区
布
名
見
の
里

東
通
村

令
和
六
年
五
月
十
六
日

午
前
十
一
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま

で

尻
労
漁
村
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
五
月
十
六
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
一
時
三
十
分
ま
で

岩
屋
漁
業
協
同
組
合

令
和
六
年
五
月
十
六
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

尻
屋
漁
業
協
同
組
合

令
和
六
年
五
月
十
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で

小
田
野
沢
漁
業
協
同
組
合

令
和
六
年
五
月
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

白
糠
漁
業
協
同
組
合
老
部
支
所

令
和
六
年
五
月
十
七
日

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

白
糠
漁
業
協
同
組
合

令
和
六
年
五
月
二
十
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

佐
井
村
漁
業
協
同
組
合
牛
滝
支

所

佐
井
村

令
和
六
年
五
月
二
十
日

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分

ま
で

〃

福
浦
支

所

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

津
軽
海
峡
文
化
館

令
和
六
年
五
月
二
十
二
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

奥
戸
漁
業
協
同
組
合
水
産
物
保

管
庫
（
浜
町
）

大
間
町

令
和
六
年
五
月
二
十
二
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

大
間
町
役
場
倉
庫

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

風
間
浦
漁
業
協
同
組
合
蛇
浦
支

所
倉
庫

風
間
浦
村

令
和
六
年
五
月
二
十
三
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で

〃

易
国
間

支
所
倉
庫

令
和
六
年
五
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
大
深
内
支
店

十
和
田
市

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

〃
切
田
経
済
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

〃
四
和
経
済
セ
ン
タ
ー
二
十
九

号
倉
庫

令
和
六
年
五
月
二
十
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

〃
藤
坂
支
店

令
和
六
年
五
月
三
十
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

〃
深
持
経
済
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

沢
田
悠
学
館

令
和
六
年
五
月
三
十
一
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

十
和
田
お
い
ら
せ
農
業
協
同
組

合
十
和
田
湖
支
店
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令
和
六
年
六
月
三
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

令
和
六
年
六
月
四
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

令
和
六
年
六
月
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

令
和
六
年
六
月
六
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

〃
三
本
木
事
業
所
四
号
倉
庫

令
和
六
年
六
月
十
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

毘
沙
門
・
長
富
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー

五
所
川
原

市

令
和
六
年
六
月
十
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
飯
詰

令
和
六
年
六
月
十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
三
好

令
和
六
年
六
月
十
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
中
川

令
和
六
年
六
月
十
三
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
長
橋

令
和
六
年
六
月
十
三
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
七
和

令
和
六
年
六
月
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
栄

令
和
六
年
六
月
十
八
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
松
島

令
和
六
年
六
月
十
九
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

令
和
六
年
六
月
二
十
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

令
和
六
年
六
月
二
十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

五
所
川
原
市
役
所
公
用
車
駐
車

場

令
和
六
年
六
月
二
十
四
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
六
月
二
十
五
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

大
鰐
町
役
場
車
庫

大
鰐
町

令
和
六
年
六
月
二
十
六
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

田
舎
館
村
役
場
前
駐
車
場

田
舎
館
村

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

平
川
市
碇
ヶ
関
総
合
支
所

平
川
市

令
和
六
年
七
月
一
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三

十
分
ま
で

令
和
六
年
七
月
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

平
川
市
尾
上
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー

令
和
六
年
七
月
三
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

平
川
市
葛
川
支
所

令
和
六
年
七
月
四
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
七
月
五
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

平
川
市
役
所
本
庁
舎
前

令
和
六
年
七
月
八
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
七
月
九
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

常
盤
除
雪
セ
ン
タ
ー

藤
崎
町
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令
和
六
年
七
月
十
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

令
和
六
年
七
月
十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

令
和
六
年
七
月
十
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

藤
崎
町
役
場

令
和
六
年
九
月
二
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
奥
平

部
漁
港

今
別
町

令
和
六
年
九
月
二
日

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

〃

東
部

支
部

令
和
六
年
九
月
二
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

〃

袰
月

漁
港

令
和
六
年
九
月
三
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

〃

大
泊

漁
港

令
和
六
年
九
月
三
日

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

浜
名
公
民
館

令
和
六
年
九
月
三
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

大
川
平
文
化
会
館

令
和
六
年
九
月
四
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

今
別
町
役
場
前

令
和
六
年
九
月
五
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一

時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

蓬
田
村
役
場

蓬
田
村

令
和
六
年
九
月
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合
清
水
川

支
所

平
内
町

令
和
六
年
九
月
九
日

午
後
二
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

内
童
子
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

令
和
六
年
九
月
十
日

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で

平
内
町
漁
業
協
同
組
合
本
所
車

庫

令
和
六
年
九
月
十
日

午
前
十
一
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま

で

〃

東
田
沢

支
所
荷
捌
所

令
和
六
年
九
月
十
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

〃

茂
浦
支

所

令
和
六
年
九
月
十
一
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

山
口
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
十
一
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

平
内
町
立
体
育
館

令
和
六
年
九
月
十
二
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

階
上
漁
業
協
同
組
合

階
上
町

令
和
六
年
九
月
十
二
日

午
後
三
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

森
の
交
流
館

令
和
六
年
九
月
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

ハ
ー
ト
フ
ル
プ
ラ
ザ
は
し
か
み

令
和
六
年
九
月
十
七
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で

竜
飛
今
別
漁
業
協
同
組
合
竜
飛

支
所

外
ヶ
浜
町

令
和
六
年
九
月
十
七
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
一
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
十
七
日

午
後
二
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
三

支
所
車
庫

令
和
六
年
九
月
十
八
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

舟
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

令
和
六
年
九
月
十
八
日

午
前
十
一
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

弥
蔵

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー

令
和
六
年
九
月
十
八
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
平
舘
支
所
車
庫

令
和
六
年
九
月
十
九
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

大
平
会
館

令
和
六
年
九
月
十
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

塩
越
会
館

令
和
六
年
九
月
二
十
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

外
ヶ
浜
町
役
場
車
庫

令
和
六
年
十
月
十
五
日

午
前
十
一
時
か
ら
正
午
ま
で

五
戸
町
役
場
浅
田
支
所

五
戸
町

令
和
六
年
十
月
十
五
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

倉
石
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
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令
和
六
年
十
月
十
六
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

五
戸
町
役
場
川
内
支
所

令
和
六
年
十
月
十
六
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
十
月
十
七
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

五
戸
町
立
公
民
館

令
和
六
年
十
月
十
八
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で

西
越
地
区
公
民
館

新
郷
村

令
和
六
年
十
月
十
八
日

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

新
郷
村
役
場
車
庫
前

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

南
部
町
立
福
地
公
民
館
車
庫

南
部
町

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
十
月
二
十
三
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
三
十

分
ま
で

南
部
芸
能
伝
承
館
脇
山
車
小
屋

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

南
部
町
役
場
南
部
支
所
車
庫

令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

三
戸
町
役
場
斗
川
支
所

三
戸
町

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
三
十
分

ま
で

〃

猿
辺
支
所

令
和
六
年
十
月
二
十
九
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

令
和
六
年
十
月
三
十
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午

後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

三
戸
町
中
央
公
民
館

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

石
亀
地
区
研
修
セ
ン
タ
ー

田
子
町

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
三
十
分
ま
で

令
和
六
年
十
一
月
一
日

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

中
央
公
民
館
車
庫

令
和
六
年
五
月
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十

七
日
ま
で

計
量
法
第
二
十
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
届
出
を
し
た
場
合
に

あ
っ
て
は
知
事
が
指
定
す
る
場

所
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規

則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令

第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一

項
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
検
査
対
象
特
定
計
量

器
の
所
在
の
場
所

五
所
川
原

市十
和
田
市

む
つ
市

平
川
市

平
内
町

今
別
町

蓬
田
村

外
ヶ
浜
町

藤
崎
町

大
鰐
町

田
舎
館
村

大
間
町

東
通
村

風
間
浦
村

佐
井
村

三
戸
町

五
戸
町

田
子
町

南
部
町

階
上
町

新
郷
村

三

検
査
を
実
施
す
る
指
定
定
期
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
青
森
県
計
量
協
会

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
戸
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
令
和
六
年
三
月
二
十
六
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

施
行
者
の
名
称

五
戸
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
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五
戸
都
市
計
画
下
水
道
事
業

三

事
業
施
行
期
間

平
成
七
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
五

号
）
の
事
業
地
に
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
五

号
）
の
事
業
地
よ
り
、
五
戸
町
字
上
菖
蒲
川
、
字
菖
蒲
川
前
谷
地
、
字
菖
蒲
川
後
、
字
中
菖
蒲

川
、
字
菖
蒲
川
下
平
、
字
佐
野
、
字
淋
代
、
字
兎
内
下
谷
地
、
字
石
仏
、
字
石
仏
前
、
字
西
ノ

沢
、
字
川
原
町
、
字
川
原
町
西
裏
、
字
伝
兵
衛
丁
、
字
八
景
、
字
沢
、
字
古
舘
向
、
字
鍜
冶
屋

窪
、
字
中
道
十
文
字
、
字
新
田
窪
、
字
二
階
平
下
タ
、
字
竹
原
、
字
野
月
、
字
舘
、
字
堀
合
、

字
下
大
町
、
字
新
丁
、
字
神
明
後
、
字
市
川
道
十
文
字
、
字
古
舘
、
字
天
満
後
、
字
観
音
堂
、

字
狐
森
北
、
字
愛
宕
後
、
字
愛
宕
下
タ
、
字
愛
宕
丁
、
字
追
分
、
字
熊
ノ
沢
、
字
中
崎
、
字
正

場
沢
、
字
下
タ
ノ
沢
頭
、
字
土
井
頭
、
字
狐
森
、
字
中
ノ
沢
、
字
古
街
道
長
根
、
字
中
道
、
字

下
中
崎
、
字
鍜
冶
屋
窪
上
ミ
、
字
久
蔵
窪
、
字
新
蔵
長
根
、
字
大
渡
、
字
下
長
下
タ
、
字
地
蔵

平
、
字
二
本
柳
、
字
古
堂
、
字
古
堂
後
、
字
上
新
井
田
前
、
字
川
原
町
裏
、
字
油
出
及
び
字
地

蔵
岱
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
し
、
字
兎
内
、
字
兎
内
下
保
土
沢
、
字

ノ
口
、
字
石
仏

下
川
原
、
字
上
兎
内
、
字
石
仏
上
川
原
、
字
花
道
川
原
、
字
長
下
タ
、
字
二
本
柳
向
、
字
苗
代

沢
及
び
字
小
渡
の
事
業
地
を
削
る
。

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
電
子
申
請
Ａ
Ｓ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
合
政
策
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
一
月
十
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
関
西

大
阪
府
大
阪
市
堂
島
三
丁
目
一
の
二
一

六

契
約
金
額

二
百
二
十
万
円

（
本
件
は
、
青
森
県
長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
第
二
条

に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
り
、
契
約
期
間
は
令
和
六
年
二
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三

十
一
日
で
あ
る
。
前
記
契
約
金
額
は
、
契
約
初
年
度
に
お
け
る
契
約
金
額
で
あ
り
、
二
か
月
相
当

分
で
あ
る
。
）

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関
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上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六

年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
五
日

上
北
地
域
県
民
局
長

千

葉

健

夫

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
西
十
四
番
町
三
〇
五

の
一
、
三
〇
五
の
四
、
三
〇
五

の
一
四

五
四
・
二
五
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

令
和六･
三･二八
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所
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発
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
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販
売
人
）

青
森
市
第
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目
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号
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社

毎
週
月
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水
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